
細胞調製施設 CPC ユニット改装工事企画競争入札説明書 
 
公益財団法人京都大学 iPS 細胞研究財団において、下記のとおり入札を行います。 
 
１．調達内容 
（１）事 業 名 京都大学 iPS 細胞研究財団 細胞調製施設 CPC ユニット改装工事一式 
（２）履行期間 契約締結日から令和 4 年 2 月 28 日（月）まで 
 
２．企画提案者の参加資格 
（１）被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約

を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）次の資格を有し、３．（２）応募書類の受領期限日に当該資格が有効な者であること。 

種 類 「建設工事（管工事）」 
府 省 「限定なし」 
等 級 「B」以上 

（３）大学または他機関における本業務と同等業務（CPC ユニット工事）を履行した実績

を有する者で、当財団が提示する仕様書に基づき、業務を履行できる者であること。 
（４）次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。  

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下

「法」という。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。）  
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を

いう。以下同じ。）である者。 
ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外

の者をいう。）が暴 力団員等である者。 
エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者。  
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者。  
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者。  
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原

材料の購入契約その他の契約を締結している者。 
（５）CPC 改装工事に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい

ることを証明した者であること。 
 
３．応募書類提出場所等 



（１）応募書類の提出場所及び問い合わせ先 
郵便番号 〒606-8397 
所在地 京都市左京区聖護院川原町 53 番地 
提出先 公益財団法人京都大学 iPS 細胞研究財団事務部局総務室財務グループ 
電話番号 075-761-3362 
問い合わせ先 finance-g*cira-foundation.or.jp（*を@に変えてお送りください。） 

 
（２）応募書類の受領期限 

期  日 令和 3 年 7 月 26 日（月）12 時 00 分 
応募書類 
① ２．調達参加資格（１）、（２）、（３）、（５）を証明した書類 １部 
② 企画提案書 
③ 付随する機器のカタログ 
④ 付随する機器のカタログ補足説明（必要があれば） 
⑤ 納入実績表 
⑥ 第一次審査通過の場合のプレゼンテーション（第二次審査）対応可能時間 

 ６.（４）より選択 
⑦ その他、概要仕様書に記載の提出書類 
⑧ 委任状（必要があれば） 

 
４．契約相手方の決定方法 

第一次審査は応募書類を以て事務局が行い、第一次審査を合格した者をヒアリング対

象者とする。ヒアリング対象者に決定した企画提案者によるプレゼンテーションを第

二次審査として審査委員会が審査・採点し、合格点が最も高い者を契約締結予定者と

する。 
 

５．第一次審査結果の通知 
応募書類を提出したすべての応募者に対し、令和 3 年 7 月 28 日頃までに、採用・不

採用通知を書面にて連絡する。 
 
６．スケジュール 
（１）公募開始日 令和 3 年 7 月 13 日（火） 
（２）公募締切 令和 3 年 7 月 26 日（月） 12 時 00 分（郵送の場合は同日時必着） 
（３）第一次審査結果・プレゼンテーション（第二次審査）実施通知日 

 令和 3 年 7 月 28 日（水）頃 
（４）プレゼンテーション（第二次審査）実施日 



令和 3 年 8 月 4 日（水）10 時～12 時 または 
令和 3 年 8 月 6 日（金）13 時～15 時 の間で 1 時間程度 
日時は当財団より指定 

（５）実施場所 京都大学 iPS 細胞研究所内講堂または Zoom にて Web 実施 
プレゼンテーションに用いる資料については、前日までにデータで提出または 
当日印刷の上提出（10 部）。 

（６）選定結果通知書 令和 3 年 8 月 13 日（金） 
ただし、当財団内の決定会議によっては 20 日（金）になる場合もある。 

（６）契約締結 令和 3 年 10 月末まで（目安であり変更もあり得ることに留意） 
（７）契約期間 契約締結日から令和 4 年 2 月 28 日（月）まで 

 
７．その他 
（１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 
（２）契約保証金 免除。 
（３）応募書類の無効 本公告に示した２．参加資格のない者が提出した見積書、入札に関

する条件等に違反した者が行った入札及び入札参加資格確認資料に虚偽の記載をし

た者が行った入札は、無効とする。 
（４）契約書の作成 要。 
（５）納入検査等 契約の相手方が提出した書類の内容は、すべて納入検査等の対象となる。

なお、納入検査終了後、当該設備を使用している期間中においても、虚偽の記載があ

ることが判明した場合には、損害賠償等を求める場合がある。 
（６）本件競争入札に関して要した費用については、すべて当該競争入札参加者又は契約の

相手方が負担するものとする。 
（７）本件競争入札の契約の相手方を決定するために必要と認める場合は、競争入札参加者

等に対して追加資料の提出を求めることができるものとする。 
（８）提出された企画提案書等は返却しない。また、一旦受理した応募書類の差し替え及び

再提出は認めない。 
 

以上 
 


